
風水害時の交通対策実施場所について

　室戸警察署管内は、国道55号が主要な道路ですが、海岸線沿いに伸びているため、大
雨等の際に通行が危険と判断されれば、主に下記の箇所で通行止め規制が実施されま
す。通行止め規制が実施された際には、迂回路を通行するようにお願いします。
　なお、下記の箇所は主な対策箇所であり、土砂崩れ等の発生により、必要に応じて随
所で通行止め規制を実施する場合もあります。

災害時通行止め規制実施場所及び迂回路






